
利用者負担説明書

(短期1割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常１割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　



詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。

短期入所療養介護について

（２０２４年８月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させて頂きます。

２．短期入所療養介護の概要

短期入所療養介護は、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービ

ス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能

訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および

利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供

するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護計画

が作成されますが、その際、利用者・身元引受人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容につ

いては同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

（Ⅰ）　短期入所療養介護費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって

　利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険1割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

（多床室）　　　　　　　　　　　（従来型個室）

・要介護１ 1,020円　　　　　　・要介護１ 926円

・要介護２　 1,107円　　　　　　・要介護２　 1,009円

・要介護３　 1,180円　　　　　　・要介護３　 1,083円

・要介護４　 1,245円　　　　　　・要介護４　 1,149円

・要介護５　 1,312円　　　　　　・要介護５　 1,214円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 25円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 27円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま



す。）

3 送迎加算 208円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記短期入所療養介護費に片道につき加算

されます。)　

4 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　　　 　12円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

5 個別リハビリテーション実施加算 272円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま

す。）

6 療養食加算 　 　 9円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記短期入所療養介護費に1回に

つき加算されます。1日に3回を限度）

7 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　 58円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま

す。）

8 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 136円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算さ

れます。）

9 認知症行動、心理症状緊急対応加算 226円

　　　　（認知症の行動、心理症状等が認められ在宅生活が困難な利用者を緊急で受入れたことに対し

ての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されます。入所日から7日を限度）

10 総合医学管理加算　　　　　　　　　　　　 311円

（治療管理を目的とし、計画外の受け入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日に

つき加算されます。入所日から10日を限度）

11 緊急短期入所受入加算　　　　　　　　　 　102円

　　　　（緊急的に短期入所利用者の受入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算

されます。入所日から14日を限度）

12 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　 　136円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記短期入所

療養介護費に1日につき加算されます。）

13 緊急時治療管理　　　 　　　　 586円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき

かかる費用です。1月に1回　連続3日を限度）

（Ⅱ）　特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（以下は１日あたりの自己負担分です)



※　介護保険１割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　　　　計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

［3時間以上4時間未満］ 751円

　　　　　［4時間以上6時間未満］ 1,048円

　　　　　［6時間以上8時間未満］ 1,465円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 25円

（介護職員のうち介護福祉士を60％以上配置していることに対しての評価。上記特定介護老

人保健施設短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 送迎加算 208円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介

護費に片道につき加算されます。)　

3 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　　　　　12円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

4 個別リハビリテーション実施加算 272円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介護費に1

日につき加算されます。）

5 療養食加算 　 　 9円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記短期入所療養介護費に1回に

つき加算されます。1日に3回を限度）

6 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 68円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介

護費に1日につき加算されます。）

7 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　　 68円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記特定介護

老人保健施設短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

8 緊急時治療管理　　　 　　　　 586円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所

療養介護費に1日につきかかる費用です。

（２）その他の料金

①　食費／１食　　

朝食　420円　昼食　600円　おやつ　110円　夕食　600円（非課税）



１日4食　食費合計額　1,730円

（食費については市町村民税世帯非課税者等で負担限度額認定を受けている方は、認定証に

記載されている食費の負担限度額と召し上がられた食費の合計額を比べて低い金額をお支

払いいただきます。）

　　　　

第1段階　300円　第2段階　600円　第3段階①　1,000円　第3段階②　1,300円

　　　（非課税）

※ 外出等による食事停止は食事提供時間の2時間前迄の連絡等をもって食事停止とし、そ

れ以降の連絡等による食事停止や嗜好による食事の提供拒否は上記の金額を請求させ

ていただきます。

食事提供時間　朝食8時　昼食12時　おやつ15時　夕食18時

②　滞在費（療養室の利用費）／１日

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）

（滞在費については市町村民税世帯非課税者等で負担限度額認定を受けている方は、認定証

に記載されている滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります。

ただし、一ヶ月あたりの区分支給限度額を超えたサービス分は国が示す基準費用額を徴収し

ます。）基準費用額　従来型個室　1,668円　多床室　377円（非課税）

多床室　　　第1段階 0円　第2段階　430円　第3段階　 430円（非課税）

従来型個室　第1段階　550円　第2段階　550円　第3段階　1,370円（非課税）

上記①「食費」及び②「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１～第３段階ま

で）の説明は《別添資料１》をご覧下さい。

③　利用者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

④　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

⑤　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑦　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑧　利用者等またはその家族等の自由な選択によって提供する特別な食事　実費

⑨　利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）



⑩　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑪　理美容代　実費

⑫　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回

　　⑬　コーヒー代　実費

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。

《別添資料１》

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」

に該当する利用者等の負担額

　

〇　利用者負担額は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１

～第３段階の利用者には負担軽減策が設けられています。

　〇　利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第

３段階の認定を受けるには、利用者ご本人（あるいは身元引受人の方）が、ご本人の

住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要

があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定すること

はできません。また、「認定証」の提示がないと、「第４段階」の利用料をお支払いいた

だくことになります。（「認定証」発行以前の過払い分は大阪市等では「償還払い」され

ませんのでご注意下さい）

○ 　利用者負担第１・第２・第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険

料段階の第１・第２・第３段階にある次のような方です。



【利用者負担第１段階】

　　生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢

福祉年金を受けておられる方

【利用者負担第２段階】

　　年金収入等が８０万円以下の方

【利用者負担第３段階①】

　　年金収入等が８０万円超１２０万円以下の方

【利用者負担第３段階②】

　　年金収入等が１２０万円超の方　

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。

負担額一覧表（１日当たりの利用料）

負担段階 食　費
利用する療養室のタイプ

従来型個室 多床室

利用者負担第１段階 　300円
550円

0円
利用者負担第２段階 　600円

430円利用者負担第３段階① 1,000円
1,370円

利用者負担第３段階② 1,300円



利用者負担説明書

(予防短期1割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常１割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護予防短期入所療養介護について

（２０２４年８月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防短期入所療養介護の概要

介護予防短期入所療養介護は、要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された介

護予防サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行い、利用者の療養生活の質

の向上を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる

職種の職員の協議によって、介護予防短期入所療養介護計画が作成されますが、その際、利用

者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようにな

ります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

　介護予防短期入所療養介護費（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度によって利

用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険1割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

　　　　（多床室）　　　　　　　　　（従来型個室）

・要支援1　　 760円　　　 ・要支援1　　 714円

・要支援2 943円 ・要支援2 879円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 25円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 27円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加

算されます。）

3 送迎加算 208円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に片道に

つき加算されます。)　

4 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　　　　12円



（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

5 個別リハビリテーション実施加算 272円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加算

されます。）

6 療養食加算 　 　 9円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護

費に1回につき加算されます。1日に3回を限度）

7 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　 58円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加

算されます。）

8 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 136円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に1日に

つき加算されます。）

9 認知症行動、心理症状緊急対応加算 226円

　　　　（認知症の行動、心理症状等が認められ在宅生活が困難な利用者を緊急で受入れたことに対し

ての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加算されます。入所日から7日

を限度）

10 総合医学管理加算　　　　　　　　　　　　 311円

（治療管理を目的とし、計画外の受け入れを行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費

に1日につき加算されます。入所日から10日を限度）

11 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　 　136円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記介護予防

短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

12 緊急時治療管理　　　 　　　　 586円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に1

日につきかかる費用です。1月に1回　連続3日を限度）

（２）その他の料金

①　食費／１食　　

朝食　420円　昼食　600円　おやつ　110円　夕食　600円（非課税）

１日4食　食費合計額　1,730円

（食費については市町村民税世帯非課税者等で負担限度額認定を受けている方は、認定証に

記載されている食費の負担限度額と召し上がられた食費の合計額を比べて低い金額をお支

払いいただきます。）

　　　　

第1段階　300円　第2段階　600円　第3段階①　1,000円　第3段階②　1,300円

　　　（非課税）



※ 外出等による食事停止は食事提供時間の2時間前迄の連絡等をもって食事停止とし、そ

れ以降の連絡等による食事停止や嗜好による食事の提供拒否は上記の金額を請求させ

ていただきます。

食事提供時間　朝食8時　昼食12時　おやつ15時　夕食18時

②　滞在費（療養室の利用費）／１日

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）

（滞在費については市町村民税世帯非課税者等で負担限度額認定を受けている方は、認定証

に記載されている滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります。

ただし、一ヶ月あたりの区分支給限度額を超えたサービス分は国が示す基準費用額を徴収し

ます。）基準費用額　従来型個室　1,668円　多床室　377円（非課税）

多床室　　　第1段階 0円　第2段階　430円　第3段階　 430円（非課税）

従来型個室　第1段階　550円　第2段階　550円　第3段階　1,370円（非課税）

上記①「食費」及び②「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１～第３段階ま

で）の説明は《別添資料１》をご覧下さい。

③　利用者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

④　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

⑤　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑦　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑧　利用者等またはその家族等の自由な選択によって提供する特別な食事　実費

⑨　利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

⑩　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑪　理美容代　実費

⑫　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回



⑬　コーヒー代　実費

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。

《別添資料１》

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」

に該当する利用者等の負担額

　

〇　利用者負担額は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１

～第３段階の利用者には負担軽減策が設けられています。

　〇　利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第

３段階の認定を受けるには、利用者ご本人（あるいは身元引受人の方）が、ご本人の

住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要

があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定すること

はできません。また、「認定証」の提示がないと、「第４段階」の利用料をお支払いいた

だくことになります。（「認定証」発行以前の過払い分は大阪市等では「償還払い」され

ませんのでご注意下さい）

○ 　利用者負担第１・第２・第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険

料段階の第１・第２・第３段階にある次のような方です。

【利用者負担第１段階】

　　生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢

福祉年金を受けておられる方

【利用者負担第２段階】

　　年金収入等が８０万円以下の方



【利用者負担第３段階①】

　　年金収入等が８０万円超１２０万円以下の方

【利用者負担第３段階②】

　　年金収入等が１２０万円超の方　

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。

負担額一覧表（１日当たりの利用料）

負担段階 食　費
利用する療養室のタイプ

従来型個室 多床室

利用者負担第１段階 　300円
550円

0円
利用者負担第２段階 　600円

430円利用者負担第３段階① 1,000円
1,370円

利用者負担第３段階② 1,300円



利用者負担説明書

(短期2割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常２割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



短期入所療養介護について

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させて頂きます。

２．短期入所療養介護の概要

短期入所療養介護は、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービ

ス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能

訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および

利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供

するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護計画

が作成されますが、その際、利用者・身元引受人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容につ

いては同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

（Ⅰ）　短期入所療養介護費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって

　利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険２割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

（多床室）　　　　　　　　　　　（従来型個室）

・要介護１ 2,040円　　　　　　・要介護１ 1,852円

・要介護２　 2,214円　　　　　　・要介護２　 2,018円

・要介護３　 2,360円　　　　　　・要介護３　 2,166円

・要介護４　 2,490円　　　　　　・要介護４　 2,298円

・要介護５　 2,624円　　　　　　・要介護５　 2,428円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 50円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 54円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま



す。）

3 送迎加算 416円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記短期入所療養介護費に片道につき加算

されます。)　

4 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　 　　24円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

5 個別リハビリテーション実施加算 544円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま

す。）

6 療養食加算 　 　 18円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記短期入所療養介護費に1回に

つき加算されます。1日に3回を限度）

7 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　 116円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま

す。）

8 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 272円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算さ

れます。）

9 認知症行動、心理症状緊急対応加算 452円

　　　　（認知症の行動、心理症状等が認められ在宅生活が困難な利用者を緊急で受入れたことに対し

ての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されます。入所日から7日を限度）

10 総合医学管理加算　　　　　　　　　　　　622円

（治療管理を目的とし、計画外の受け入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日に

つき加算されます。入所日から10日を限度）

11 緊急短期入所受入加算　　　　　　　　　　204円

　　　　（緊急的に短期入所利用者の受入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算

されます。入所日から14日を限度）

12 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　　272円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記短期入所

療養介護費に1日につき加算されます。）

13 緊急時治療管理　　　 　　　　 1,172円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき

かかる費用です。1月に1回　連続3日を限度）

（Ⅱ）　特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（以下は１日あたりの自己負担分です)



※　介護保険１割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　　　　計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

［3時間以上4時間未満］ 1,502円

　　　　　［4時間以上6時間未満］ 2,096円

　　　　　［6時間以上8時間未満］ 2,930円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 50円

（介護職員のうち介護福祉士を60％以上配置していることに対しての評価。上記特定介護老

人保健施設短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 送迎加算 416円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介

護費に片道につき加算されます。)　

3 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　 　　24円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

4 個別リハビリテーション実施加算 544円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介護費に1

日につき加算されます。）

5 療養食加算 　 　 18円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記短期入所療養介護費に1回に

つき加算されます。1日に3回を限度）

6 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 136円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介

護費に1日につき加算されます。）

7 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　　 136円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記特定介護

老人保健施設短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

8 緊急時治療管理　　　 　　　　 1,172円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所

療養介護費に1日につきかかる費用です。）

（２）その他の料金

①　食費／１食　　

朝食　420円　昼食　600円　おやつ　110円　夕食　600円（非課税）



１日4食　食費合計額　1,730円

②　滞在費（療養室の利用費）／１日

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）

③　利用者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

④　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

⑤　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑦　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑧　利用者等またはその家族等の自由な選択によって提供する特別な食事　実費

⑨　利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

⑩　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑪　理美容代　実費

⑫　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回

　　⑬　コーヒー代　実費　

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(予防訪問リハ2割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常２割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　



詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。

介護予防短期入所療養介護について

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防短期入所療養介護の概要

介護予防短期入所療養介護は、要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された介

護予防サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行い、利用者の療養生活の質

の向上を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる

職種の職員の協議によって、介護予防短期入所療養介護計画が作成されますが、その際、利用

者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようにな

ります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

　介護予防短期入所療養介護費（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度によって利

用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険２割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

　　　　（多床室）　　　　　　　　　（従来型個室）

・要支援1　　1,520円　　　 ・要支援1　　1,428円

・要支援2 1,886円 ・要支援2 1,758円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 50円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 54円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加

算されます。）

3 送迎加算 416円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に片道に



つき加算されます。)　

4 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　　 　24円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

5 個別リハビリテーション実施加算 544円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加算

されます。）

6 療養食加算 　 　 18円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護

費に1回につき加算されます。1日に3回を限度）

7 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　116円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加

算されます。）

8 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 272円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に1日に

つき加算されます。）

9 認知症行動、心理症状緊急対応加算 452円

　　　　（認知症の行動、心理症状等が認められ在宅生活が困難な利用者を緊急で受入れたことに対し

ての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加算されます。入所日から7日

を限度）

10 総合医学管理加算　　　　　　　　　　　　622円

（治療管理を目的とし、計画外の受け入れを行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費

に1日につき加算されます。入所日から10日を限度）

11 重度療養管理加算　　　　　　　　　　 　　272円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記介護予防

短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

12 緊急時治療管理　　　 　　　　 1,172円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に1

日につきかかる費用です。1月に1回　連続3日を限度）

（２）その他の料金

①　食費／１食　　

朝食　420円　昼食　600円　おやつ　110円　夕食　600円（非課税）

１日4食　食費合計額　1,730円



※ 外出等による食事停止は食事提供時間の2時間前迄の連絡等をもって食事停止とし、そ

れ以降の連絡等による食事停止や嗜好による食事の提供拒否は上記の金額を請求させ

ていただきます。

食事提供時間　朝食8時　昼食12時　おやつ15時　夕食18時

②　滞在費（療養室の利用費）／１日

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）

③　利用者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

4 日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

5 教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

6 利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

7 利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑧　利用者等またはその家族等の自由な選択によって提供する特別な食事　実費

⑨　利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

⑩　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑪　理美容代　実費

⑫　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回

⑬　コーヒー代　実費

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。



（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(短期3割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常３割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



短期入所療養介護について

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させて頂きます。

２．短期入所療養介護の概要

短期入所療養介護は、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービ

ス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能

訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および

利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供

するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護計画

が作成されますが、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容に

ついては同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

（Ⅰ）　短期入所療養介護費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって

　利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険３割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

（多床室）　　　　　　　　　　　（従来型個室）

・要介護１ 3,060円　　　　　　・要介護１ 2,778円

・要介護２　 3,321円　　　　　　・要介護２　 3,027円

・要介護３　 3,540円　　　　　　・要介護３　 3,249円

・要介護４　 3,735円　　　　　　・要介護４　 3,447円

・要介護５　 3,936円　　　　　　・要介護５　 3,642円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 75円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 81円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま

す。）



3 送迎加算 624円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記短期入所療養介護費に片道につき加算

されます。)　

4 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　 　　36円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

5 個別リハビリテーション実施加算 816円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま

す。）

6 療養食加算 　 　 27円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記短期入所療養介護費に1回に

つき加算されます。1日に3回を限度）

7 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　 174円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま

す。）

8 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 408円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算さ

れます。

9 認知症行動、心理症状緊急対応加算 678円

　　　　（認知症の行動、心理症状等が認められ在宅生活が困難な利用者を緊急で受入れたことに対し

ての評価。上記短期入所療養介護費に1日につき加算されます。入所日から7日を限度）

10 総合医学管理加算　　　　　　　　　　　　933円

（治療管理を目的とし、計画外の受け入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日に

つき加算されます。入所日から10日を限度）

11 緊急短期入所受入加算　　　　　　　　　　306円

　　　　（緊急的に短期入所利用者の受入れを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算

されます。入所日から14日を限度）

12 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　　408円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記短期入所

療養介護費に1日につき加算されます。）

13 緊急時治療管理　　　 　　　　 1,758円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき

かかる費用です。1月に1回　連続3日を限度）

（Ⅱ）　特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険１割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。



　　　　計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

［3時間以上4時間未満］ 2,253円

　　　　　［4時間以上6時間未満］ 3,144円

　　　　　［6時間以上8時間未満］ 4,395円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 75円

（介護職員のうち介護福祉士を60％以上配置していることに対しての評価。上記特定介護老

人保健施設短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 送迎加算 624円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介

護費に片道につき加算されます。)　

3 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　 　 　36円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

4 個別リハビリテーション実施加算 816円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介護費に1

日につき加算されます。）

5 療養食加算 　 　 27円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記短期入所療養介護費に1回に

つき加算されます。1日に3回を限度）

6 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 　204円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所療養介

護費に1日につき加算されます。）

7 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　　 204円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記特定介護

老人保健施設短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

8 緊急時治療管理　　　 　　　　 1,758円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記特定介護老人保健施設短期入所

療養介護費に1日につきかかる費用です。）

（２）その他の料金

①　食費／１食　　

朝食　420円　昼食　600円　おやつ　110円　夕食　600円（非課税）

１日4食　食費合計額　1,730円

②　滞在費（療養室の利用費）／１日

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）



③　利用者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

④　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

⑤　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑦　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑧　利用者等またはその家族等の自由な選択によって提供する特別な食事　実費

⑨　利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

⑩　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑪　理美容代　実費

⑫　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回

　　⑬　コーヒー代　実費　

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。

利用者負担説明書

(予防短期3割負担)



介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常３割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。

介護予防短期入所療養介護について



（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防短期入所療養介護の概要

介護予防短期入所療養介護は、要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された介

護予防サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行い、利用者の療養生活の質

の向上を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる

職種の職員の協議によって、介護予防短期入所療養介護計画が作成されますが、その際、利用

者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようにな

ります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

　介護予防短期入所療養介護費（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度によって利

用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険３割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

　　　　（多床室）　　　　　　　　　（従来型個室）

・要支援1　　2,280円　　　 ・要支援1　　2,142円

・要支援2 2,829円 ・要支援2 2,637円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 75円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 81円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加

算されます。）

3 送迎加算 624円

(入退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に片道に

つき加算されます。)　

4 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　 　　36円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）



5 個別リハビリテーション実施加算 816円

（個別リハビリテーションを行った場合、上記短期入所療養介護費に1日につき加算されま

す。）

6 療養食加算 　 　 27円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護

費に1回につき加算されます。1日に3回を限度）

7 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　174円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加

算されます。）

8 若年性認知症利用者受入加算（65歳未満） 408円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に1日に

つき加算されます。）

9 認知症行動、心理症状緊急対応加算 678円

　　　　（認知症の行動、心理症状等が認められ在宅生活が困難な利用者を緊急で受入れたことに対し

ての評価。上記介護予防短期入所療養介護費に1日につき加算されます。入所日から7日

を限度）

10 総合医学管理加算　　　　　　　　　　　　933円

（治療管理を目的とし、計画外の受け入れを行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費

に1日につき加算されます。入所日から10日を限度）

11 重度療養管理加算　　　　　　　　　　 　　408円

　（要介護4又は5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記介護予防

短期入所療養介護費に1日につき加算されます。）

12 緊急時治療管理　　　 　　　　 1,758円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記介護予防短期入所療養介護費に1

日につきかかる費用です。1月に1回　連続3日を限度）

（２）その他の料金

①　食費／１食　　

朝食　420円　昼食　600円　おやつ　110円　夕食　600円（非課税）

１日4食　食費合計額　1,730円

※ 外出等による食事停止は食事提供時間の2時間前迄の連絡等をもって食事停止とし、そ

れ以降の連絡等による食事停止や嗜好による食事の提供拒否は上記の金額を請求させ

ていただきます。



食事提供時間　朝食8時　昼食12時　おやつ15時　夕食18時

②　滞在費（療養室の利用費）／１日

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）

③　利用者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

4 日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

5 教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

6 利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

7 利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑧　利用者等またはその家族等の自由な選択によって提供する特別な食事　実費

⑨　利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

⑩　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑪　理美容代　実費

⑫　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回

⑬　コーヒー代　実費

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当



該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(通所1割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常１割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



通所リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．通所リハビリテーションについての概要

通所リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された

居宅サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質

の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。この

サービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所リハ

ビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、

また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

通所リハビリテーション費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利

用時間によって利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負担分です）

※　介護保険1割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）6.6％が含まれております。

計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

［1時間以上2時間未満］　　［2時間以上3時間未満］　　［3時間以上4時間未満］

・要介護１　　 428円　　　　 要介護１　　 445円 要介護１　 564円

・要介護２ 462円　　　　 要介護２ 510円 要介護２ 656円

・要介護３ 498円　　　　 要介護３ 578円 要介護３ 746円

・要介護４ 532円　　　　 要介護４ 644円 要介護４ 862円

・要介護５ 570円　　　　 要介護５ 710円 要介護５ 977円

［4時間以上5時間未満］　　［5時間以上6時間未満］　　［6時間以上7時間未満］

・要介護１　 642円　　　　 要介護１　 722円 要介護１　 830円

・要介護２ 745円　　　　 要介護２ 856円 要介護２ 986円

・要介護３ 847円　　　　 要介護３ 989円 要介護３ 1,138円

・要介護４ 979円　　　　 要介護４ 1,145円 要介護４ 1,319円



・要介護５ 1,110円　　　　 要介護５ 1,299円 要介護５ 1,497円

［7時間以上8時間未満］　　

・要介護１　 　884円　　　

・要介護２ 1,048円　　　

・要介護３ 1,214円　

・要介護４ 1,410円　　　

・要介護５ 1,600円　　　

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　 26円

（介護職員のうち介護福祉士を70％以上及び勤続10年以上の職員25％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

2 科学的介護推進体制加算　　　　　　　　　　　　　　 47円

　　（利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、上記通所リハビリ

テーション費に1月につき加算されます。）

3 リハビリテーション提供体制加算

（リハビリテーション専門職の配置が、人員基準よりも手厚い体制に対しての評価。上記通所

リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

・3時間以上4時間未満　　　　　　　　　　 　14円

・4時間以上5時間未満　　　　　　　　　　 　　19円

・5時間以上6時間未満　　　　　　　　　　 　　24円

・6時間以上7時間未満　　　　　　　　　　　 　 28円

・7時間以上8時間未満　　　　　　　　　　　 　 33円

4 中重度者ケア体制加算　　　　　　　　　　　　 　24円

　　（要介護3以上の利用者の占める割合が30％以上の場合、上記通所リハビリテーション費に1日

につき加算されます。）

5 入浴介助加算(Ⅰ)　　　　　　　　　　　　　　 47円

　　 （一般浴・特別浴にて入浴を行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されま

す。）

6 入浴介助加算(Ⅱ)　　　　　　　　　　　　　　 70円

　　 （個別の入浴計画を作成し計画に基づき入浴を行った場合、上記通所リハビリテーション費に1

日につき加算されます。）

⑦　リハビリテーションマネジメント加算（ロ）　

（介護支援専門員や他のサービス事業所を交えたリハビリテーション会議の実施と情報

共有、家族等に介護の工夫などの助言を行った場合、上記通所リハビリテーション費

に1月につき加算されます。）

・同意日の属する月から６月以内　　　　　 　 　688円



・同意日の属する月から６月超　　　　　 　　 317円

（医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合、上記通所リハビリテーション費に1回につ

き加算されます。）　　　　　　　　　　　　　　314円

8 退院時共同指導加算

　（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記通所リハビリテー

ション費に1回につき加算されます。）　　　　　696円

⑨　短期集中個別リハビリテーション実施加算　 　 　　　128円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加

算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内。⑦又は⑧を算定していない場

合は算定しない）

9 　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）　2,227円

　（認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーショ

ン費に1月につき加算されます。退院・退所又は利用開始日の属する月から3月以内、1月

に４回以上。⑤又は⑥を算定していない場合は算定しない）

10 　生活行為向上リハビリテーション実施加算 1,450円

　　　　（生活行為の内容の充実を図るリハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーション費

に1月につき加算されます。利用開始日の属する月から6月以内）

⑫　栄養アセスメント加算　　　　　　　　　　　　　　　　 58円

　（栄養アセスメントを実施し栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合、上記通所

リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

⑬　栄養改善加算 　　　　 　　 　　232円

　　　　（栄養ケア計画に基づき栄養管理を行った場合、上記通所リハビリテーション費に1回につき加算

されます。月2回を限度）

⑭　口腔・栄養スクリーニング加算　　　　　　　　　　　 　24円

（口腔・栄養状態に係わる情報を介護支援専門員に文章で共有した場合、上記通所リハ

ビリテーション費に1回当りで加算されます。6月に1回を限度）

　　　⑮　口腔機能向上加算（Ⅰ）　　　　　　　　　 　174円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行った場合、上記通所リ

ハビリテーション費に1回につき加算されます。月2回を限度）

　　　⑯　口腔機能向上加算（Ⅱ）　　　　　　　　　 　180円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行い計画等を厚生労働省

に提出をした場合、上記通所リハビリテーション費に1回につき加算されます。月2回を限

度）

　　　⑰　若年性認知症利用者受入加算（６５歳未満）　　　　 　 70円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加

算されます。）

⑱　重度療養管理加算　　　　　　　　　　　 　　　　　　 116円



　 （要介護3～5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記通所リハビリ

テーション費に1日につき加算されます。1時間以上2時間未満は算定不可）

　　　⑲　延長加算

　　　　　・１時間未満の延長　　　　 　　　　　　　　 　　 58円

　　　　　・１時間以上２時間未満の延長　　　　　　 116円

　　　　　・２時間以上３時間未満の延長　　　　　　　 174円

　　　 　（6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションサービス利用後に引き続き延長のサービスを

行った場合、上記通所リハビリテーション費に加算されます。）

⑳　理学療法士等体制強化加算　　　　 　　　　　 35円

　　　　（1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションにて理学療法士、作業療法士等のリハビリ職員

の配置に対しての評価。上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

（２）その他の料金

①　食費／１日 　　　710円（非課税）

＊内訳／昼食 600円 ・ おやつ 110円

②　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　100円／１日

（非課税）　　　　　　　　　　　

③　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

④　おむつ代／１枚（非課税）

はくパンツL 170円　はくパンツM 150円　フラットおむつ 45円

　　　テープ式おむつL 150円　テープ式おむつM 130円　尿とりパット 30円

⑤　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑦　実費利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

　　　⑧　理美容代　実費

　　　⑨　コーヒー代　実費

　

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(予防通所1割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常１割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護予防通所リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防通所リハビリテーションについての概要

介護予防通所リハビリテーションについては、要支援者の家庭等での生活を継続させるために

立案された介護予防サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行い、利用者の療

養生活の質の向上を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関

わるあらゆる職種の職員の協議によって、介護予防通所リハビリテーション計画が作成されます

が、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意を

いただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

介護予防通所リハビリテーション費（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度

によって利用料が異なります。以下は１月当たりの自己負担分です）

※　介護保険1割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）6.6％が含まれております。

計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

・要支援１ 　　　　　　 　2,631円

・要支援２　 4,904円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

・要支援1　　　　　　　　　　　　　　 　 102円

　・要支援2　　　　　　　　　　　　　　　　 205円

（介護職員のうち介護福祉士を70％以上及び勤続10年以上の職員25％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記介護予防通所リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

2 科学的介護推進体制加算　　　 　　　　　　 47円

　（利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、上記介護予防通

所リハビリテーション費に1月当りで加算されます。）

3 栄養アセスメント加算　　　　　　　　　　　58円

　（栄養アセスメントを実施し栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合、上記介護



予防通所リハビリテーション費に1月につき加算されます。

4 栄養改善加算〔選択的サービス〕 232円

（栄養ケア計画に基づき栄養管理を行った場合、上記介護予防通所リハビリテーション費に1

月当たりで加算されます。）

5 口腔機能向上加算（Ⅰ）〔選択的サービス〕 174円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行った場合、上記介護予

防通所リハビリテーション費に1月当たりで加算されます。）

6 一体的サービス提供加算　　　　　　　 　 557円

（栄養改善サービスと口腔機能向上サービスを一体的に実施した場合、上記介護予防通所リ

ハビリテーション費に1月当たりで加算されます。）

7 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　　　　24円

（口腔・栄養状態に係わる情報を介護支援専門員に文章で共有した場合、上記介護予防

通所リハビリテーション費に1回当りで加算されます。6月に1回を限度）

⑧　若年性認知症利用者受入加算（６５歳未満） 279円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記介護予防通所リハビリテーション費に1月

当りで加算されます。）　　

（２）その他の料金

①　食費／１日 　　　710円（非課税）

＊内訳／昼食 600円 ・ おやつ 110円

②　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　100円／１日

（非課税）　　　　　　　　　　　

③　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

④　おむつ代／１枚（非課税）

はくパンツL 170円　はくパンツM 150円　フラットおむつ 45円

　　　テープ式おむつL 150円　テープ式おむつM 130円　尿とりパット 30円

⑤　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑦　実費利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

　　　⑧　理美容代　実費

　　　⑨　コーヒー代　実費

　

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　



（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(通所2割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常２割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



通所リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．通所リハビリテーションについての概要

通所リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された

居宅サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質

の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。この

サービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所リハ

ビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、

また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

通所リハビリテーション費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利

用時間によって利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負担分です）

※　介護保険２割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）6.6％が含まれております。

計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

［1時間以上2時間未満］　　［2時間以上3時間未満］　　［3時間以上4時間未満］

・要介護１　　 856円　　　　 要介護１　　 890円 要介護１　 1,128円

・要介護２ 924円　　　　 要介護２ 1,020円 要介護２ 1,312円

・要介護３ 996円　　　　 要介護３ 1,156円 要介護３ 1,492円

・要介護４ 1,064円　　　　 要介護４ 1,288円 要介護４ 1,724円

・要介護５ 1,140円　　　　 要介護５ 1,420円 要介護５ 1,954円

［4時間以上5時間未満］　　［5時間以上6時間未満］　　［6時間以上7時間未満］

・要介護１　 1,284円　　　　 要介護１　 1,410円 要介護１　 1,444円

・要介護２ 1,490円　　　　 要介護２ 1,671円 要介護２ 1,712円

・要介護３ 1,694円　　　　 要介護３ 1,930円 要介護３ 1,978円

・要介護４ 1,958円　　　　 要介護４ 2,234円 要介護４ 2,290円



・要介護５ 2,220円　　　　 要介護５ 2,535円 要介護５ 2,598円

［7時間以上8時間未満］　　

・要介護１　 1,768円　　　

・要介護２ 2,096円　　　

・要介護３ 2,428円　

・要介護４ 2,820円　　　

・要介護５ 3,200円　　　

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　 52円

（介護職員のうち介護福祉士を70％以上及び勤続10年以上の職員25％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

2 科学的介護推進体制加算　　　　　　　　　　　　　　 94円

（利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、上記通所リ

ハビリテーション費に1月につき加算されます。）

3 リハビリテーション提供体制加算

（リハビリテーション専門職の配置が、人員基準よりも手厚い体制に対しての評価。上記通所

リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

・3時間以上4時間未満　　　　　　　　　　 　28円

・4時間以上5時間未満　　　　　　　　　　 　　38円

・5時間以上6時間未満　　　　　　　　　　 　　48円

・6時間以上7時間未満　　　　　　　　　　　 　 56円

・7時間以上8時間未満　　　　　　　　　　　 　 66円

4 中重度者ケア体制加算　　　　　　　　　　　　 　48円

　　（要介護3以上の利用者の占める割合が30％以上の場合、上記通所リハビリテーション費に1日

につき加算されます。）

5 入浴介助加算(Ⅰ)　　　　　　　　　　　　　　 94円

　　 （一般浴・特別浴にて入浴を行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されま

す。）

6 入浴介助加算(Ⅱ)　　　　　　　　　　　　　　 140円

　　 （個別の入浴計画を作成し計画に基づき入浴を行った場合、上記通所リハビリテーション費

に1日につき加算されます。）

⑦　リハビリテーションマネジメント加算（ロ）　

（介護支援専門員や他のサービス事業所を交えたリハビリテーション会議の実施と情報

共有、家族等に介護の工夫などの助言を行った場合、上記通所リハビリテーション費

に1月につき加算されます。）

・同意日の属する月から６月以内　　　　　 　 1,376円



・同意日の属する月から６月超　　　　　 　　 634円

（医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合、上記通所リハビリテーション費に1回につ

き加算されます。）　　　　　　　　　　　　　　628円

8 退院時共同指導加算

　（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記通所リハビリテー

ション費に1回につき加算されます。）　　　　1,392円

9 短期集中個別リハビリテーション実施加算　 　 　　　256円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加

算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内。⑦又は⑧を算定していない場

合は算定しない）

10 　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）　4,454円

　（認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーショ

ン費に1月につき加算されます。退院・退所又は利用開始日の属する月から3月以内、1月

に４回以上。⑤又は⑥を算定していない場合は算定しない）

11 　生活行為向上リハビリテーション実施加算 2,900円

　　　　（生活行為の内容の充実を図るリハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーション費

に1月につき加算されます。利用開始日の属する月から6月以内）

12 　栄養アセスメント加算　　　　　　　　　　　　　　 　116円

　（栄養アセスメントを実施し栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合、上記通所

リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

13 　栄養改善加算 　　　　 　　 　　464円

　　　　（栄養ケア計画に基づき栄養管理を行った場合、上記通所リハビリテーション費に1回につき加算

されます。月2回を限度）

14 口腔・栄養スクリーニング加算　　　　　　　　　　　 　48円

（口腔・栄養状態に係わる情報を介護支援専門員に文章で共有した場合、上記通所リハ

ビリテーション費に1回当りで加算されます。6月に1回を限度）

15 口腔機能向上加算（Ⅰ）　　　　　　　　　 　348円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行った場合、上記通所リ

ハビリテーション費に1回につき加算されます。月2回を限度）

16 口腔機能向上加算（Ⅱ）　　　　　　　　　 　360円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行い計画等を厚生労働省

に提出をした場合、上記通所リハビリテーション費に1回につき加算されます。月2回を限

度）

17 若年性認知症利用者受入加算（６５歳未満）　　　　 　 140円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加

算されます。）



18 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　 　　　　　　 232円

　 （要介護3～5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記通所リハビリ

テーション費に1日につき加算されます。1時間以上2時間未満は算定不可）

19 　延長加算

　　　　　・１時間未満の延長　　　　 　　　　　　　　 　　 116円

　　　　　・１時間以上２時間未満の延長　　　　　　 232円

　　　　　・２時間以上３時間未満の延長　　　　　　　 348円

　　　 　（6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションサービス利用後に引き続き延長のサービスを

行った場合、上記通所リハビリテーション費に加算されます。）

⑳　理学療法士等体制強化加算　　　　 　　　　　 70円

　　　　（1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションにて理学療法士、作業療法士等のリハビリ職員

の配置に対しての評価。上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

（２）その他の料金

①　食費／１日 　　　710円（非課税）

＊内訳／昼食 600円 ・ おやつ 110円

②　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　100円／１日

（非課税）　　　　　　　　　　　

③　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

④　おむつ代／１枚（非課税）

はくパンツL 170円　はくパンツM 150円　フラットおむつ 45円

　　　テープ式おむつL 150円　テープ式おむつM 130円　尿とりパット 30円

⑤　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑦　実費利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

　　　⑧　理美容代　実費

　　　⑨　コーヒー代　実費

　

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当



該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(予防通所2割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常２割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護予防通所リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防通所リハビリテーションについての概要

介護予防通所リハビリテーションについては、要支援者の家庭等での生活を継続させるために

立案された介護予防サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行い、利用者の療

養生活の質の向上を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関

わるあらゆる職種の職員の協議によって、介護予防通所リハビリテーション計画が作成されます

が、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意を

いただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

介護予防通所リハビリテーション費（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度

によって利用料が異なります。以下は１月当たりの自己負担分です）



※　介護保険２割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）6.6％が含まれております。

計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

・要支援１ 　　　　　　 　5,262円

・要支援２　 9,808円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

・要支援1　　　　　　　　　　　　　　 　 204円

　・要支援2　　　　　　　　　　　　　　　　 410円

（介護職員のうち介護福祉士を70％以上及び勤続10年以上の職員25％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記介護予防通所リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

2 科学的介護推進体制加算　　　 　　　　　　 94円

　（利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、上記介護予防通

所リハビリテーション費に1月当りで加算されます。）

3 栄養アセスメント加算　　　　　　　 　　　116円

　（栄養アセスメントを実施し栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合、上記介護

予防通所リハビリテーション費に1月につき加算されます。

4 栄養改善加算〔選択的サービス〕 464円

（栄養ケア計画に基づき栄養管理を行った場合、上記介護予防通所リハビリテーション費に1

月当たりで加算されます。）

5 口腔機能向上加算（Ⅰ）〔選択的サービス〕 348円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行った場合、上記介護予

防通所リハビリテーション費に1月当たりで加算されます。）

6 一体的サービス提供加算　　　　　　　 　1,114円

（栄養改善サービスと口腔機能向上サービスを一体的に実施した場合、上記介護予防通所リ

ハビリテーション費に1月当たりで加算されます。）

7 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　　　　48円

（口腔・栄養状態に係わる情報を介護支援専門員に文章で共有した場合、上記介護予防

通所リハビリテーション費に1回当りで加算されます。6月に1回を限度）

8 　若年性認知症利用者受入加算（６５歳未満） 558円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記介護予防通所リハビリテーション費に1月

当りで加算されます。）　　

（２）その他の料金

①　食費／１日 　　　710円（非課税）

＊内訳／昼食 600円 ・ おやつ 110円

②　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　100円／１日

（非課税）　　　　　　　　　　　

③　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）



④　おむつ代／１枚（非課税）

はくパンツL 170円　はくパンツM 150円　フラットおむつ 45円

　　　テープ式おむつL 150円　テープ式おむつM 130円　尿とりパット 30円

⑤　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑦　実費利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

　　　⑧　理美容代　実費

　　　⑨　コーヒー代　実費

　

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(通所3割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常３割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



通所リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．通所リハビリテーションについての概要

通所リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された

居宅サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質

の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。この

サービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所リハ

ビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、

また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

通所リハビリテーション費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利

用時間によって利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負担分です）

※　介護保険３割負担部分には介護職員処遇改善加算（Ⅰ）4.7％が含まれております。

計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

［1時間以上2時間未満］　　［2時間以上3時間未満］　　［3時間以上4時間未満］

・要介護１　 1,284円　　　　 要介護１　 1,335円 要介護１　 1,692円

・要介護２ 1,386円　　　　 要介護２ 1,530円 要介護２ 1,968円

・要介護３ 1,494円　　　　 要介護３ 1,734円 要介護３ 2,238円

・要介護４ 1,596円　　　　 要介護４ 1,932円 要介護４ 2,586円

・要介護５ 1,710円　　　　 要介護５ 2,130円 要介護５ 2,931円

［4時間以上5時間未満］　　［5時間以上6時間未満］　　［6時間以上7時間未満］

・要介護１　 1,926円　　　　 要介護１　 2,166円 要介護１　 2,490円

・要介護２ 2,235円　　　　 要介護２ 2,568円 要介護２ 2,958円

・要介護３ 2,541円　　　　 要介護３ 2,967円 要介護３ 3,414円



・要介護４ 2,937円　　　　 要介護４ 3,435円 要介護４ 3,957円

・要介護５ 3,330円　　　　 要介護５ 3,897円 要介護５ 4,491円

［7時間以上8時間未満］　　

・要介護１　 2,652円　　　

・要介護２ 3,144円　　　

・要介護３ 3,642円　

・要介護４ 4,230円　　　

・要介護５ 4,800円　

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　 78円

（介護職員のうち介護福祉士を70％以上及び勤続10年以上の職員25％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

2 科学的介護推進体制加算　　　　　　　　　　　　　　141円

（利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、上記通所リ

ハビリテーション費に1月につき加算されます。）

3 リハビリテーション提供体制加算

（リハビリテーション専門職の配置が、人員基準よりも手厚い体制に対しての評価。上記通所

リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

・3時間以上4時間未満　　　　　　　　　　 　42円

・4時間以上5時間未満　　　　　　　　　　 　　57円

・5時間以上6時間未満　　　　　　　　　　 　　72円

・6時間以上7時間未満　　　　　　　　　　　 　 84円

・7時間以上8時間未満　　　　　　　　　　　 　 99円

4 中重度者ケア体制加算　　　　　　　　　　　　 　72円

　　（要介護3以上の利用者の占める割合が30％以上の場合、上記通所リハビリテーション費に1日

につき加算されます。）

5 入浴介助加算(Ⅰ)　　　　　　　　　　　　　　 141円

　　 （一般浴・特別浴にて入浴を行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されま

す。）

6 入浴介助加算(Ⅱ)　　　　　　　　　　　　　　 210円

　　 （個別の入浴計画を作成し計画に基づき入浴を行った場合、上記通所リハビリテーション費に1

日につき加算されます。）

⑦　リハビリテーションマネジメント加算（ロ）　

（介護支援専門員や他のサービス事業所を交えたリハビリテーション会議の実施と情報

共有、家族等に介護の工夫などの助言を行った場合、上記通所リハビリテーション費

に1月につき加算されます。）



・同意日の属する月から６月以内　　　　　 　 2,064円

・同意日の属する月から６月超　　　　　 　　 951円

（医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合、上記通所リハビリテーション費に1回につ

き加算されます。）　　　　　　　　　　　　　　942円

8 退院時共同指導加算

　（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記通所リハビリテー

ション費に1回につき加算されます。）　　　　2,088円

9 短期集中個別リハビリテーション実施加算　 　 　　　384円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加

算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内。⑦又は⑧を算定していない場

合は算定しない）

10 　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）　6,681円

　（認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーショ

ン費に1月につき加算されます。退院・退所又は利用開始日の属する月から3月以内、1月

に４回以上。⑤又は⑥を算定していない場合は算定しない）

11 　生活行為向上リハビリテーション実施加算 4,350円

　　　　（生活行為の内容の充実を図るリハビリテーションを行った場合、上記通所リハビリテーション費

に1月につき加算されます。利用開始日の属する月から6月以内）

12 　栄養アセスメント加算　　　　　　　　　　　　　　 　174円

　（栄養アセスメントを実施し栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合、上記通所

リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

13 　栄養改善加算 　　　　 　　 　　696円

　　　　（栄養ケア計画に基づき栄養管理を行った場合、上記通所リハビリテーション費に1回につき加算

されます。月2回を限度）

14 口腔・栄養スクリーニング加算　　　　　　　　　　　 　 72円

（口腔・栄養状態に係わる情報を介護支援専門員に文章で共有した場合、上記通所リハ

ビリテーション費に1回当りで加算されます。6月に1回を限度）

15 口腔機能向上加算（Ⅰ）　　　　　　　　　 　522円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行った場合、上記通所リ

ハビリテーション費に1回につき加算されます。月2回を限度）

16 口腔機能向上加算（Ⅱ）　　　　　　　　　 　540円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行い計画等を厚生労働省

に提出をした場合、上記通所リハビリテーション費に1回につき加算されます。月2回を限

度）

17 若年性認知症利用者受入加算（６５歳未満）　　　　 　 210円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記通所リハビリテーション費に1日につき加



算されます。）

18 重度療養管理加算　　　　　　　　　　　 　　　　　　 348円

　 （要介護3～5であって、医療の必要性が高い利用者の受入れを行った場合、上記通所リハビリ

テーション費に1日につき加算されます。1時間以上2時間未満は算定不可）

19 　延長加算

　　　　　・１時間未満の延長　　　　 　　　　　　　　 　　 174円

　　　　　・１時間以上２時間未満の延長　　　　　　 348円

　　　　　・２時間以上３時間未満の延長　　　　　　　 522円

　　　 　（6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションサービス利用後に引き続き延長のサービスを

行った場合、上記通所リハビリテーション費に加算されます。）

20 　理学療法士等体制強化加算　　　　 　　　　　 105円

　　　　（1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションにて理学療法士、作業療法士等のリハビリ職員

の配置に対しての評価。上記通所リハビリテーション費に1日につき加算されます。）

（２）その他の料金

①　食費／１日 　　　710円（非課税）

＊内訳／昼食 600円 ・ おやつ 110円

②　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　100円／１日

（非課税）　　　　　　　　　　　

③　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

④　おむつ代／１枚（非課税）

はくパンツL 170円　はくパンツM 150円　フラットおむつ 45円

　　　テープ式おむつL 150円　テープ式おむつM 130円　尿とりパット 30円

⑤　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑦　実費利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

　　　⑧　理美容代　実費

　　　⑨　コーヒー代　実費

　

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の



一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(予防通所3割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常３割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護予防通所リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防通所リハビリテーションについての概要

介護予防通所リハビリテーションについては、要支援者の家庭等での生活を継続させるために

立案された介護予防サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行い、利用者の療

養生活の質の向上を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関

わるあらゆる職種の職員の協議によって、介護予防通所リハビリテーション計画が作成されます

が、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意を

いただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

介護予防通所リハビリテーション費（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度

によって利用料が異なります。以下は１月当たりの自己負担分です）

※　介護保険３割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）6.6％が含まれております。

計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

・要支援１ 　　　　　　 　7,893円

・要支援２　 14,712円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

・要支援1　　　　　　　　　　　　　　 　 306円

　・要支援2　　　　　　　　　　　　　　　　 615円

（介護職員のうち介護福祉士を70％以上及び勤続10年以上の職員25％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記介護予防通所リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

2 科学的介護推進体制加算　　　 　　　　　　141円

　（利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合、上記介護予防通

所リハビリテーション費に1月当りで加算されます。）

3 栄養アセスメント加算　　　　　　　 　　　174円

　（栄養アセスメントを実施し栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合、上記介護

予防通所リハビリテーション費に1月につき加算されます。



4 栄養改善加算〔選択的サービス〕 696円

（栄養ケア計画に基づき栄養管理を行った場合、上記介護予防通所リハビリテーション費に1

月当たりで加算されます。）

5 口腔機能向上加算（Ⅰ）〔選択的サービス〕 522円

（口腔機能改善管理指導計画に基づき口腔機能向上の口腔ケアを行った場合、上記介護予

防通所リハビリテーション費に1月当たりで加算されます。）

6 一体的サービス提供加算　　　　　　　 　1,671円

（栄養改善サービスと口腔機能向上サービスを一体的に実施した場合、上記介護予防通所リ

ハビリテーション費に1月当たりで加算されます。）

7 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　　　　72円

（口腔・栄養状態に係わる情報を介護支援専門員に文章で共有した場合、上記介護予防

通所リハビリテーション費に1回当りで加算されます。6月に1回を限度）

8 　若年性認知症利用者受入加算（６５歳未満） 837円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記介護予防通所リハビリテーション費に1月

当りで加算されます。）　　

（２）その他の料金

①　食費／１日 　　　710円（非課税）

＊内訳／昼食 600円 ・ おやつ 110円

②　日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　100円／１日

（非課税）　　　　　　　　　　　

③　教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

④　おむつ代／１枚（非課税）

はくパンツL 170円　はくパンツM 150円　フラットおむつ 45円

　　　テープ式おむつL 150円　テープ式おむつM 130円　尿とりパット 30円

⑤　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑥　利用者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

　　　（小旅行等の入園料、交通費等）

⑦　実費利用者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

　　　⑧　理美容代　実費

　　　⑨　コーヒー代　実費

　

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　

（４）利用料の変更



経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。

する。



利用者負担説明書

(入所1割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常１割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護保健施設サービスについて

（２０２４年８月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護保健施設サービス

当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態に

なるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職

種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・身元引受人等の希望を十分に取り入

れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

◇医療：

介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護

職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。

◇リハビリテーション：

原則としてリハビリテーション室（機能訓練室）にて行いますが、施設内でのすべての

活動がリハビリテーション効果を期待したものです。

◇栄養管理：

心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。

◇生活サービス：

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の

立場に立って運営しています。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

　　施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり

ます。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険1割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

　　 基本サービス費

（多床室） 　　　　　　　　　　 （従来型個室）

・要介護１　　 985円　　　　・要介護１　　 891円



・要介護２　　1,070円　　　　・要介護２　　 975円

・要介護３　　1,146円　　　　・要介護３　　1,049円

・要介護４　 1,212円　　　　・要介護４　　1,113円

・要介護５　　1,272円　　　　・要介護５　　1,176円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　 25円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 　 27円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

3 栄養マネジメント強化加算　　　　　　 　　　13円

（管理栄養士を一定人数以上配置している事に対しての評価。上記施設サービス費に1日に

つき加算されます。）

4 初期加算（Ⅱ）　　　　　 　　　34円

（入所後30日間に限って、上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

初期加算（Ⅰ） 68円

（急性期の医療機関から入院後30日以内に退院した方を受入れた場合、入所後30日間

に限って、上記施設サービス費に1日につき加算されます。

5 安全対策体制加算　　　　　　　　　　　　　　　 23円

（安全対策部門を設置し、組織的な安全対策体制に対する評価。上記施設サービス費に入所

中に1回加算されます。）　

6 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　 　　　58円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。）

7 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算（Ⅱ） 　　　 38円

（リハビリテーションマネジメント計画を厚生労働省に提出した場合に、上記施設サー

ビス費に1月につき加算されます。）

8 科学的介護推進体制加算（Ⅱ）　　　　　　　　　 68円

(入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加えて疾病の状況等を厚生労働省に提出

した場合に、上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

9 自立支援促進加算　　　　　　　　　　　　　　　339円

（自立支援のための医学的評価等を厚生労働省に提出した場合に、上記施設サービス費

に1月につき加算されます。）

10 協力医療機関連携加算（1）　　　　　　　　　　　113円

協力医療機関連携加算（1）　　　　　　　　　　 　57円（令和7年4月より）



（協力医療機関と連携体制を構築し、入所者の現病歴等を定期的な会議を開催して情報共有

を行った場合、上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

11 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）　　　　　　　12円

（感染症発生時等に協力医療機関と連携し適切に対応した場合、上記施設サービス費に

1月につき加算されます。）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）　　　　　　　6円

（3年に1回以上施設内で感染制御等に係る実地指導を受けた場合、上記施設サービス

費に1月につき加算されます。）

12 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　12円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）　

13 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）　　　　　　 　　　　 4円

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）　　　　　　　 　　15円

（褥瘡発生を予防するため褥瘡管理を行った場合、上記施設サービス費に1月につき加

算されます。）

14 排せつ支援加算（Ⅰ）　　　　　　　 　　　 　12円

排せつ支援加算（Ⅱ）　　　　　　　 　　　 　17円

排せつ支援加算（Ⅲ） 23円

（排せつにかかる要介護状態の改善に取組んだ場合、上記施設サービス費に1月につき

加算されます。）

15 療養食加算 　 　　　　　　　　　　　　　　 　　7円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回につき

加算されます。1日に3回を限度）

16 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）　　　292円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。入所日から3月以内）

17 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）272円

（利用者の居宅を訪問し、認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、

上記施設サービス費に1日につき加算されます。入所日から3月以内　1週間に3回を限度）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）136円

（認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記施設サービス費に1

日につき加算されます。入所日から3月以内　1週間に3回を限度）

18 外泊時費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　409円

・（外泊された場合に、上記施設サービス費に代えて1日につきかかる費用となります。ただ

し、外泊の初日及び最終日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。1月に6

日を限度） 　　

　　　　　経口移行加算　 　　　 　　　　　　　　　　 　 32円

（経管栄養から経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合、上記施設サービス費に1日



につき加算されます。）

19 経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　 452円　　

（摂食機能障害や誤嚥を有する者に対して経口維持管理を行った場合、上記施設サービス費

に1月につき加算されます。）

　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　　 　 565円　　

（摂食機能障害や誤嚥を有する者に対しての経口維持管理に歯科医師、歯科衛生士等が加

わった場合、上記施設サービス費に　1月につき加算されます。）

　　　 新興感染症等施設療養費 272円

（振興感染に感染した利用者を施設内で療養を行った場合、上記施設サービス費に1日

につき加算されます。1月に1回、連続する5日を限度）

再入所時栄養連携加算　　 　　　　　　　　　 446円

（施設の管理栄養士が入院先の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調

整を行った場合、上記施設サービス費に1回を限度として加算されます。）

若年性認知症入所者受入加算（65歳未満） 136円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。）

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ　　 　　　　 79円

（施設の医師とかかりつけ医が処方方針に従って減薬する取組を行った場合、上記施設

サービス費に1回を限度として加算されます。）

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)　　 　 　　 351円

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)　　 　　 　 464円

（施設の医師とかかりつけ医が処方方針に従って減薬する取組を行い厚生労働省に提出

した場合に、上記施設サービス費に1回を限度として加算されます。）

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）　　　　　　　 509円

　　　　　入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　　　　　　 　 543円

　　　　（入所前後に利用者の居宅を訪問し退所を目的とした計画の策定等を行った場合、上記

施設サービス費に入所期間中に1回を限度として加算されます。）

退所時等支援等加算

・試行的退所時指導加算　　　　　　　　 452円

（試行的な退所時に、入所者及び家族等に退所後の療養上の指導を行った場合、上記施設

サービス費に最初の試行的退所から3月の間に限り、1月に1回を限度として加算されま

す。）

・退所時情報提供加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　565円　　　　　　　　　

（退所後の主治医に対して診療情報の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回を限

度として加算されます。）　　　　　　　　　

・退所時情報提供加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　 283円

（入院先の主治医に対して診療情報の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回を限

度として加算されます。）



・入退所前連携加算（Ⅰ）　　　　　　　 　 678円

・入退所前連携加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　 452円

（退所に先立ち、入所者等が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して情報提供を

行い、連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合、上記施設サー

ビス費に1回を限度として加算されます。）

・訪問看護指示加算　　　　　　 　　　　 　 339円

（退所する際に施設の医師が訪問看護の必要を認め、入所者等が選択した訪問看護ス

テーションに対して指示書を交付した場合、上記施設サービス費に1回を限度として加算

されます。）

緊急時治療管理　　　　　　　　　　　　 586円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記施設サービス費に1日につきかかる

費用です。1月に1回　連続する3日を限度）

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 543円

　（肺炎又は尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の治療を行うにあたり、専門的な診断等の

為に医療機関と連携する等、判断プロセスに係る手間を評価、上記施設サービス費に

1日につきかかる費用です。1月に1回　連続する10日を限度）

ターミナルケア加算（Ⅰ）　　　　　　 　 　82円

（入所者等の同意を得てターミナルケアを行った場合、上記施設サービス費に1日につ

きかかる費用です。死亡日以前31日～45日）

ターミナルケア加算（Ⅱ）　　　　　　 　 181円 （死亡日以前4日～30日）

ターミナルケア加算（Ⅱ） 　 1,029円 (死亡日の前日及び前々日）

ターミナルケア加算（Ⅲ） 2,147円 （死亡日）

＊高額介護サービス費

市町村民税世帯非課税者等は各段階により保険給付の自己負担額（１割）の上限が設定され

ております。上限を超えた過払い分は、利用者等が市町村に申請等することによって償還払いさ

れます。　　　　　

第1・2段階　15,000円　第3段階　24,600円

　　　

（２）その他の料金

　　①　食費／１日　　1,710円（非課税）

　 ＊ 内訳／朝食 420円・昼食 600円・おやつ 110円・夕食 600円

（食費については市町村民税世帯非課税者等で負担限度額認定を受けている方は、認定証に

記載されている食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。）

　　　　

第1段階　300円　第2段階　390円　第3段階①　650円　第3段階②　1,360円

　　　（非課税）



②　居住費（療養室の利用費）／１日

　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

（居住費については市町村民税世帯非課税者等で負担限度額認定を受けている方は、認定証

に記載されている居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。）

　　　　

多床室　　　第1段階 0円　第2段階　430円　第3段階　 430円（非課税）

従来型個室　第1段階　550円　第2段階　550円　第3段階　1,370円（非課税）

＊外泊中の居住費は徴収いたします。ただし、外泊中のベットを入所者等に同意を得て（介護

予防）短期入所療養介護に利用する場合は、当該入所者から居住費を徴収せず、（介護予

防）短期入所療養介護利用者より滞在費を徴収します。

上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１～第３段階ま

で）の説明は《別添資料１》をご覧下さい。

　 ③　入所者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

　 ＊外泊中の特別な室料は徴収いたします。

4 日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

5 教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

6 健康管理費　実費　インフルエンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン接種等

（希望された場合にお支払い頂きます。）

7 各種診断書料 3,300円／１枚（税込み）

8 入所者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

⑨　入所者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

（小旅行等の入園料、交通費等）

⑩　入所者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

⑪　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑫　理美容代　実費

⑬　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回

⑭　私物洗濯代　実費



　　 ＊外部業者による私物洗濯の為、別途契約が必要です。

⑮　衣類リース代　実費

　　 ＊外部業者による衣類リースの為、別途契約が必要です。

⑯　コーヒー代　実費

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、入所者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。

《別添資料１》

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」

に該当する利用者等の負担額

　

〇　利用者負担額は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１

～第３段階の利用者には負担軽減策が設けられています。

　〇　利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第

３段階の認定を受けるには、利用者ご本人（あるいは身元引受人の方）が、ご本人の

住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要

があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定すること

はできません。また、「認定証」の提示がないと、「第４段階」の利用料をお支払いいた

だくことになります。（「認定証」発行以前の過払い分は大阪市等では「償還払い」され

ませんのでご注意下さい）

○ 　利用者負担第１・第２・第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険



料段階の第１・第２・第３段階にある次のような方です。

【利用者負担第１段階】

　　生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢

福祉年金を受けておられる方

【利用者負担第２段階】

　　年金収入等が８０万円以下の方

【利用者負担第３段階①】

　　年金収入等が８０万円超１２０万円以下の方

【利用者負担第３段階②】

　　年金収入等が１２０万円超の方　

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。

負担額一覧表（１日当たりの利用料）

負担段階 食　費
利用する療養室のタイプ

従来型個室 多床室

利用者負担第１段階 　300円
550円

0円
利用者負担第２段階 　600円

430円利用者負担第３段階① 1,000円
1,370円

利用者負担第３段階② 1,300円



利用者負担説明書

(入所2割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常２割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護保健施設サービスについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護保健施設サービス

当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態に

なるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職

種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・身元引受人等の希望を十分に取り入

れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

◇医療：

介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護

職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。

◇リハビリテーション：

原則としてリハビリテーション室（機能訓練室）にて行いますが、施設内でのすべての

活動がリハビリテーション効果を期待したものです。

◇栄養管理：

心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。

◇生活サービス：

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の

立場に立って運営しています。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

　　施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり

ます。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険２割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

　　 基本サービス費

（多床室） 　　　　　　　　　　 （従来型個室）



・要介護１　　1,970円　　　　・要介護１　　1,782円

・要介護２　　2,140円　　　　・要介護２　　1,950円

・要介護３　　2,292円　　　　・要介護３　　2,098円

・要介護４　 2,424円　　　　・要介護４　　2,226円

・要介護５　　2,544円　　　　・要介護５　　2,335円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　 50円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 　 54円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

3 栄養マネジメント強化加算　　　　　　 　　　26円

（管理栄養士を一定人数以上配置している事に対しての評価。上記施設サービス費に1日に

つき加算されます。）

4 初期加算（Ⅱ）　　　　　 　　　68円

（入所後30日間に限って、上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

初期加算（Ⅰ） 136円

（急性期の医療機関から入院後30日以内に退院した方を受入れた場合、入所後30日間

に限って、上記施設サービス費に1日につき加算されます。

5 安全対策体制加算　　　　　　　　　　　　　　　 46円

（安全対策部門を設置し、組織的な安全対策体制に対する評価。上記施設サービス費に入所

中に1回加算されます。）　

6 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　 　　 116円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。）

7 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算（Ⅱ）　　　 76円

（リハビリテーションマネジメント計画を厚生労働省に提出した場合に、上記施設サー

ビス費に1月につき加算されます。）

8 科学的介護推進体制加算（Ⅱ）　　　　　　　　　136円

(入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加えて疾病の状況等を厚生労働省に提出

した場合に、上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

9 自立支援促進加算　　　　　　　　　　　　　　　678円

（自立支援のための医学的評価等を厚生労働省に提出した場合に、上記施設サービス費

に1月につき加算されます。）

10 協力医療機関連携加算（1）　　　　　　　　　　　226円



協力医療機関連携加算（1）　　　　　　　　　　 113円（令和7年4月より）

（協力医療機関と連携体制を構築し、入所者の現病歴等を定期的な会議を開催して情報共有

を行った場合、上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

11 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）　　　　　　　24円

（感染症発生時等に協力医療機関と連携し適切に対応した場合、上記施設サービス費に

1月につき加算されます。）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）　　　　　　 12円

（3年に1回以上施設内で感染制御等に係る実地指導を受けた場合、上記施設サービス

費に1月につき加算されます。）

12 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　24円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）　

13 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）　　　　　　 　　　　 8円

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）　　　　　　　 　　30円

（褥瘡発生を予防するため褥瘡管理を行った場合、上記施設サービス費に1月につき加

算されます。）

14 排せつ支援加算（Ⅰ）　　　　　　　 　　　 　24円

排せつ支援加算（Ⅱ）　　　　　　　 　　　 　34円

排せつ支援加算（Ⅲ） 46円

（排せつにかかる要介護状態の改善に取組んだ場合、上記施設サービス費に1月につき

加算されます。）

15 療養食加算 　 　　　　　　　　　　　　　　 　 14円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回につき

加算されます。1日に3回を限度）

16 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）　　　584円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。入所日から3月以内）

17 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）544円

（利用者の居宅を訪問し、認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、

上記施設サービス費に1日につき加算されます。入所日から3月以内　1週間に3回を限度）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）272円

（認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記施設サービス費に1

日につき加算されます。入所日から3月以内　1週間に3回を限度）

18 外泊時費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　807円

・（外泊された場合に、上記施設サービス費に代えて1日につきかかる費用となります。ただ

し、外泊の初日及び最終日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。1月に6



日を限度） 　　

19 経口移行加算　 　　　 　　　　　　　　　　 　 64円

（経管栄養から経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合、上記施設サービス費に1日

につき加算されます。）

20 経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　 904円　　

（摂食機能障害や誤嚥を有する者に対して経口維持管理を行った場合、上記施設サービス費

に1月につき加算されます。）

　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　　 　 1,130円　　

（摂食機能障害や誤嚥を有する者に対しての経口維持管理に歯科医師、歯科衛生士等が加

わった場合、上記施設サービス費に　1月につき加算されます。）

　　　 新興感染症等施設療養費 544円

（振興感染に感染した利用者を施設内で療養を行った場合、上記施設サービス費に1日

につき加算されます。1月に1回、連続する5日を限度）

再入所時栄養連携加算　　 　　　　　　　　　 892円

（施設の管理栄養士が入院先の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調

整を行った場合、上記施設サービス費に1回を限度として加算されます。）

若年性認知症入所者受入加算（65歳未満） 272円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。）

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ　　 　　　　158円

（施設の医師とかかりつけ医が処方方針に従って減薬する取組を行った場合、上記施設

サービス費に1回を限度として加算されます。）

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)　　 　 　　 702円

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)　　 　　 　 928円

（施設の医師とかかりつけ医が処方方針に従って減薬する取組を行い厚生労働省に提出

した場合に、上記施設サービス費に1回を限度として加算されます。）

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）　　　　　　　 1,018円

　　　　　入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　　　　　　 　 1,086円

　　　　（入所前後に利用者の居宅を訪問し退所を目的とした計画の策定等を行った場合、上記

施設サービス費に入所期間中に1回を限度として加算されます。）

退所時等支援等加算

・試行的退所時指導加算　　　　　　　　 904円

（試行的な退所時に、入所者及び家族等に退所後の療養上の指導を行った場合、上記施設

サービス費に最初の試行的退所から3月の間に限り、1月に1回を限度として加算されま

す。）

・退所時情報提供加算（Ⅰ）　　　　　　　　　 1,130円　　　　　　　　　

（退所後の主治医に対して診療情報の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回を限

度として加算されます。）　　　　　　　　　



・退所時情報提供加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　 566円

（入院先の主治医に対して診療情報の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回を限

度として加算されます。）

・入退所前連携加算（Ⅰ）　　　　　　　 　 1,356円

・入退所前連携加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　 904円

（退所に先立ち、入所者等が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して情報提供を

行い、連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合、上記施設サー

ビス費に1回を限度として加算されます。）

・訪問看護指示加算　　　　　　 　　　　 　 678円

（退所する際に施設の医師が訪問看護の必要を認め、入所者等が選択した訪問看護ス

テーションに対して指示書を交付した場合、上記施設サービス費に1回を限度として加算

されます。）

緊急時治療管理　　　　　　　　　　　　 1,172円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記施設サービス費に1日につきかかる

費用です。1月に1回　連続する3日を限度）

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 1,086円

　（肺炎又は尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の治療を行うにあたり、専門的な診断等の

為に医療機関と連携する等、判断プロセスに係る手間を評価、上記施設サービス費に

1日につきかかる費用です。1月に1回　連続する10日を限度）

ターミナルケア加算（Ⅰ）　　　　　　 　 164円

（入所者等の同意を得てターミナルケアを行った場合、上記施設サービス費に1日につ

きかかる費用です。死亡日以前31日～45日）

ターミナルケア加算（Ⅱ）　　　　　　 　 362円 （死亡日以前4日～30日）

ターミナルケア加算（Ⅱ） 　 2,058円 (死亡日の前日及び前々日）

ターミナルケア加算（Ⅲ） 4,294円 （死亡日）

＊高額介護サービス費

保険給付の自己負担額（２割）の月上限額44,400円、93,000円、140,100円、上限を超えた過

払い分は、利用者等が市町村に申請等することによって償還払いされます。

（２）その他の料金

　　①　食費／１日　　1,730円（非課税）

　 ＊ 内訳／朝食 420円・昼食 600円・おやつ 110円・夕食 600円

②　居住費（療養室の利用費）／１日



　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

＊外泊中の居住費は徴収いたします。ただし、外泊中のベットを入所者等に同意を得て（介護

予防）短期入所療養介護に利用する場合は、当該入所者から居住費を徴収せず、（介護予

防）短期入所療養介護利用者より滞在費を徴収します。

　　

　 ③　入所者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

　 ＊外泊中の特別な室料は徴収いたします。

4 日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

5 教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

6 健康管理費　実費　インフルエンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン接種等

（希望された場合にお支払い頂きます。）

7 各種診断書料 3,300円／１枚（税込み）

8 入所者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

9 入所者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

（小旅行等の入園料、交通費等）

⑩　入所者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

⑪　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑫　理美容代　実費

⑬　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回

⑭　私物洗濯代　実費

　　 ＊外部業者による私物洗濯の為、別途契約が必要です。

⑮　衣類リース代　実費

　　 ＊外部業者による衣類リースの為、別途契約が必要です。

⑯　コーヒー代　実費

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。



（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、入所者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(入所3割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常３割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、各施設で算定

する加算で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居

宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給

付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支

援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利

用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護保健施設サービスについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護保健施設サービス

当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態に

なるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職

種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・身元引受人等の希望を十分に取り入

れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

◇医療：

介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護

職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。

◇リハビリテーション：

原則としてリハビリテーション室（機能訓練室）にて行いますが、施設内でのすべての

活動がリハビリテーション効果を期待したものです。

◇栄養管理：

心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。

◇生活サービス：

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の

立場に立って運営しています。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

　　施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり

ます。以下は１日あたりの自己負担分です)

※　介護保険３割負担部分には介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）5.4％が含まれております。

　 計算上の端数処理により金額には若干の差異があります。

　　 基本サービス費

（多床室） 　　　　　　　　　　 （従来型個室）



・要介護１　　2,955円　　　　・要介護１　　2,673円

・要介護２　　3,210円　　　　・要介護２　　2,925円

・要介護３　　3,438円　　　　・要介護３　　3,147円

・要介護４　 3,636円　　　　・要介護４　　3,339円

・要介護５　　3,816円　　　　・要介護５　　3,528円

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　 75円

（介護職員のうち介護福祉士を80％以上及び勤続10年以上の職員35％以上配置しているこ

とに対しての評価。上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

2 夜勤職員配置加算　　　　　　　　　 　 81円

（夜間における職員配置に対しての評価。上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

3 栄養マネジメント強化加算　　　　　　 　　　39円

（管理栄養士を一定人数以上配置している事に対しての評価。上記施設サービス費に1日に

つき加算されます。）

4 初期加算（Ⅱ）　　　　　 　　 102円

（入所後30日間に限って、上記施設サービス費に1日につき加算されます。）

初期加算（Ⅰ） 204円

（急性期の医療機関から入院後30日以内に退院した方を受入れた場合、入所後30日間

に限って、上記施設サービス費に1日につき加算されます。

1 安全対策体制加算　　　　　　　　　　　　　　　 69円

（安全対策部門を設置し、組織的な安全対策体制に対する評価。上記施設サービス費に入所

中に1回加算されます。）　

2 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）　　 　　 174円

（在宅復帰・在宅療養支援に対する評価。上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。）

3 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算（Ⅱ） 114円

（リハビリテーションマネジメント計画を厚生労働省に提出した場合に、上記施設サー

ビス費に1月につき加算されます。）

4 科学的介護推進体制加算（Ⅱ）　　　　　　　　　204円

(入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加えて疾病の状況等を厚生労働省に提出

した場合に、上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

5 自立支援促進加算　　　　　　　　　　　　　　1,017円

（自立支援のための医学的評価等を厚生労働省に提出した場合に、上記施設サービス費

に1月につき加算されます。）

6 協力医療機関連携加算（1）　　　　　　　　　　　339円



協力医療機関連携加算（1）　　　　　　　　　　 170円（令和7年4月より）

（協力医療機関と連携体制を構築し、入所者の現病歴等を定期的な会議を開催して情報共有

を行った場合、上記施設サービス費に1月につき加算されます。）

7 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）　　　　　　　36円

（感染症発生時等に協力医療機関と連携し適切に対応した場合、上記施設サービス費に

1月につき加算されます。）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）　　　　　　 18円

（3年に1回以上施設内で感染制御等に係る実地指導を受けた場合、上記施設サービス

費に1月につき加算されます。）

8 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　36円

（生産性向上の為の業務改善を継続的に行い、評価等を厚生労働省に提出した場合、

上記施設サービス費に1月につき加算されます。）　

9 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）　　　　　　 　　　　12円

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）　　　　　　　 　　45円

（褥瘡発生を予防するため褥瘡管理を行った場合、上記施設サービス費に1月につき加

算されます。）

10 排せつ支援加算（Ⅰ）　　　　　　　 　　　 　36円

排せつ支援加算（Ⅱ）　　　　　　　 　　　 　51円

排せつ支援加算（Ⅲ） 69円

（排せつにかかる要介護状態の改善に取組んだ場合、上記施設サービス費に1月につき

加算されます。）

11 療養食加算 　 　　　　　　　　　　　　　　 　 21円

（腎臓病食、糖尿病食などの療養食の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回につき

加算されます。1日に3回を限度）

12 短期集中リハビリテーション実施加算　　　　　　876円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。入所日から3月以内）

13 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）816円

（利用者の居宅を訪問し、認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、

上記施設サービス費に1日につき加算されます。入所日から3月以内　1週間に3回を限度）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）408円

（認知症の者に対して短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記施設サービス費に1

日につき加算されます。入所日から3月以内　1週間に3回を限度）

14 外泊時費用　　　　　　　　　　　　　　　　　1,227円

・（外泊された場合に、上記施設サービス費に代えて1日につきかかる費用となります。ただ

し、外泊の初日及び最終日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。1月に6

日を限度）



15 経口移行加算　 　　　 　　　　　　　　　　 　 96円

（経管栄養から経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合、上記施設サービス費に1日

につき加算されます。）

16 経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　 1,356円　　

（摂食機能障害や誤嚥を有する者に対して経口維持管理を行った場合、上記施設サービス費

に1月につき加算されます。）

　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　　 　 1,695円　　

（摂食機能障害や誤嚥を有する者に対しての経口維持管理に歯科医師、歯科衛生士等が加

わった場合、上記施設サービス費に　1月につき加算されます。）

　　　 新興感染症等施設療養費 816円

（振興感染に感染した利用者を施設内で療養を行った場合、上記施設サービス費に1日

につき加算されます。1月に1回、連続する5日を限度）

再入所時栄養連携加算　　 　　　　　　　　　 1,338円

（施設の管理栄養士が入院先の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調

整を行った場合、上記施設サービス費に1回を限度として加算されます。）

若年性認知症入所者受入加算（65歳未満） 408円

（若年性認知症利用者の受入れを行った場合、上記施設サービス費に1日につき加算されま

す。）

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ　　 　　　　237円

（施設の医師とかかりつけ医が処方方針に従って減薬する取組を行った場合、上記施設

サービス費に1回を限度として加算されます。）

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)　　 　 　 1,053円

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)　　 　　 1,392円

（施設の医師とかかりつけ医が処方方針に従って減薬する取組を行い厚生労働省に提出

した場合に、上記施設サービス費に1回を限度として加算されます。）

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）　　　　　　　 1,527円

　　　　　入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　　　　　　 　 1,629円

　　　　（入所前後に利用者の居宅を訪問し退所を目的とした計画の策定等を行った場合、上記

施設サービス費に入所期間中に1回を限度として加算されます。）

退所時等支援等加算

・試行的退所時指導加算　　　　　　　　 1,356円

（試行的な退所時に、入所者及び家族等に退所後の療養上の指導を行った場合、上記施設

サービス費に最初の試行的退所から3月の間に限り、1月に1回を限度として加算されま

す。）

・退所時情報提供加算（Ⅰ）　　　　　　　　　 1,695円　　　　　　　　　

（退所後の主治医に対して診療情報の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回を限

度として加算されます。）　　　　　　　　　

・退所時情報提供加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　 849円



（入院先の主治医に対して診療情報の提供を行った場合、上記施設サービス費に1回を限

度として加算されます。）

・入退所前連携加算（Ⅰ）　　　　　　　 　 2,034円

・入退所前連携加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　 1,356円

（退所に先立ち、入所者等が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して情報提供を

行い、連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合、上記施設サー

ビス費に1回を限度として加算されます。）

・訪問看護指示加算　　　　　　 　　　　 　1,017円

（退所する際に施設の医師が訪問看護の必要を認め、入所者等が選択した訪問看護ス

テーションに対して指示書を交付した場合、上記施設サービス費に1回を限度として加算

されます。）

緊急時治療管理　　　　　　　　　　　　 1,758円

（病状が重篤となり緊急時な治療管理を行った場合、上記施設サービス費に1日につきかかる

費用です。1月に1回　連続する3日を限度）

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 1,629円

　（肺炎又は尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の治療を行うにあたり、専門的な診断等の

為に医療機関と連携する等、判断プロセスに係る手間を評価、上記施設サービス費に

1日につきかかる費用です。1月に1回　連続する10日を限度）

ターミナルケア加算（Ⅰ）　　　　　　 　 246円

（入所者等の同意を得てターミナルケアを行った場合、上記施設サービス費に1日につ

きかかる費用です。死亡日以前31日～45日）

ターミナルケア加算（Ⅱ）　　　　　　 　 543円 （死亡日以前4日～30日）

ターミナルケア加算（Ⅱ） 　 3,087円 (死亡日の前日及び前々日）

ターミナルケア加算（Ⅲ） 6,441円 （死亡日）

＊高額介護サービス費

保険給付の自己負担額（３割）の月上限額44,400円、93,000円、140,100円、上限を超えた過

払い分は、利用者等が市町村に申請等することによって償還払いされます。

（２）その他の料金

　　①　食費／１日　　1,710円（非課税）

　 ＊ 内訳／朝食 420円・昼食 600円・おやつ 110円・夕食 600円

②　居住費（療養室の利用費）／１日



　　　　・従来型個室　　　　　 1,900円（非課税）

　　 　・多床室　　　　　　　 450円（非課税）

＊外泊中の居住費は徴収いたします。ただし、外泊中のベットを入所者等に同意を得て（介護

予防）短期入所療養介護に利用する場合は、当該入所者から居住費を徴収せず、（介護予

防）短期入所療養介護利用者より滞在費を徴収します。

　　

　 ③　入所者が選定する特別な室料／１日

・個室　　　　　3,300円（税込み）

・２人室　　　　2,200円（税込み）

・２人室　　　　1,100円（税込み）

　 ＊外泊中の特別な室料は徴収いたします。

4 日用品費（石けん、シャンプー、ティシュペーパー、タオルなど）　200円／１日

（非課税）

5 教養娯楽費（レクリエーション材料費、行事費など）　150円／１日（非課税）

6 健康管理費　実費　インフルエンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン接種等

（希望された場合にお支払い頂きます。）

7 各種診断書料 3,300円／１枚（税込み）

8 入所者等またはその家族等の自由な選択によって参加するクラブ活動費　実費

9 入所者等またはその家族等の自由な選択によって参加する行事費　実費

（小旅行等の入園料、交通費等）

⑩　入所者の選択により提供する特別な食事　実費（別途消費税要）

⑪　電気使用料　50円／1日（税込み）

　　 ＊個人的に使用する電気器具等の持込みは2品までとさせて頂きます。ただし、電気毛布や電

気アンカなどの温熱器及び空気清浄機、加湿器等の持込みはご遠慮下さい。

⑫　理美容代　実費

⑬　コインランドリー　洗濯機　200円／１回

　乾燥機　100円／１回

⑭　私物洗濯代　実費

　　 ＊外部業者による私物洗濯の為、別途契約が必要です。

⑮　衣類リース代　実費

　　 ＊外部業者による衣類リースの為、別途契約が必要です。

⑯　コーヒー代　実費

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。



（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、入所者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(訪問リハ1割)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常1割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン、（介護予防）訪問リハビリテーション）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の

施設（認知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテー

ションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプ

ラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要で

す。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載がな

いと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護

予防サービス）計画に記載されているか、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



訪問リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．訪問リハビリテーションについての概要

訪問リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された

居宅サービス計画に基づき、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行い、利用者の療養生活の質の向上、心身機能の維持向上を図るため提供されま

す。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、

訪問リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取

り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

訪問リハビリテーション費（以下は１回当たりの自己負担分です

※　介護保険1割負担部分に関しては計算上の端数処理により若干の差異があります。

・基本サービス費（要介護1～５）　　 　 　 336円

（利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分の指導を行った場

合に算定されます。1週に6回を限度、退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可）

①　サービス提供体制強化加算 　　 7円

（訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士のうち勤続年数が

7年以上の者がいることに対しての評価。上記訪問リハビリテーション費に1回につき加算さ

れます。）

　　　②　リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ　 232円

（医師がリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行い、理学療法士・作業療法士が

介護支援専門員を通じて他のサービス事業所の従業者に対して介護の工夫等の情報伝達

を行った場合、上記訪問リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

（医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合、上記訪問リハビリテーション費に1回につ

き加算されます。）　　　　　　　　　　 　294円

③　退院時共同指導加算 　653円

（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記訪問リハビリテー



ション費に1回につき加算されます。）　　

④　短期集中リハビリテーション実施加算　　　　 　218円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記訪問リハビリテーション費に1日

につき加算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内）　

（２）その他の料金

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費　　　　　実費

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費（自動車を使用）

事業所から片道20円×ｋｍ

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(予防訪問リハ1割)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常1割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン、（介護予防）訪問リハビリテーション）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の

施設（認知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテー

ションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプ

ラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要で

す。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載がな

いと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護

予防サービス）計画に記載されているか、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護予防訪問リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防訪問リハビリテーションについての概要

介護予防訪問リハビリテーションについては、要支援者の家庭等での生活を継続させるために

立案された介護予防サービス計画に基づき、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行い、利用者の療養生活の質の向上、心身機能の維持向上を図るた

め提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協

議によって、介護予防訪問リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受

人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

介護予防訪問リハビリテーション費（以下は１回当たりの自己負担分です）

※　介護保険1割負担部分に関しては計算上の端数処理により若干の差異があります。

・基本サービス費（要支援1、２）　　 　 325円

（利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分の指導を行った場

合に算定されます。1週に6回を限度、退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可）



1 サービス提供体制強化加算 　 7円

（介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士のうち勤

続年数が7年以上の者がいることに対しての評価。上記介護予防訪問リハビリテーション費

に1回につき加算されます。）

2 短期集中リハビリテーション実施加算　　　　 218円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記介護予防訪問リハビリテーション

費に1日につき加算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内）

3 退院時共同指導加算 　653円

（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記介護予防訪問リハビ

リテーション費に1回につき加算されます。）　　

（２）その他の料金

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費　　　実費

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費（自動車を使用）

事業所から片道20円×ｋｍ

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。

利用者負担説明書

(訪問リハ2割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常２割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。



　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン、（介護予防）訪問リハビリテーション）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の

施設（認知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテー

ションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプ

ラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要で

す。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載がな

いと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護

予防サービス）計画に記載されているか、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



訪問リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．訪問リハビリテーションについての概要

訪問リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された

居宅サービス計画に基づき、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行い、利用者の療養生活の質の向上、心身機能の維持向上を図るため提供されま

す。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、

訪問リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取

り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

訪問リハビリテーション費（以下は１回当たりの自己負担分です）

※　介護保険２割負担部分に関しては計算上の端数処理により若干の差異があります。

・基本サービス費（要介護1～５）　　 　 　 672円

（利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分の指導を行った場

合に算定されます。1週に6回を限度、退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可）

①　サービス提供体制強化加算 　　 14円

（訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士のうち勤続年数が

7年以上の者がいることに対しての評価。上記訪問リハビリテーション費に1回につき加算さ

れます。）

②　リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ　 464円

（医師がリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行い、理学療法士・作業療法士が

介護支援専門員を通じて他のサービス事業所の従業者に対して介護の工夫等の情報伝達

を行った場合、上記訪問リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

（医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合、上記訪問リハビリテーション費に1回につ

き加算されます。）　　　　　　　　　　 　588円

③　退院時共同指導加算 1,306円



（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記訪問リハビリテー

ション費に1回につき加算されます。）　　

④　短期集中リハビリテーション実施加算　　　　 　436円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記訪問リハビリテーション費に1日

につき加算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内）　

　　　　　

（２）その他の料金

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費　　　実費

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費（自動車を使用）

事業所から片道20円×ｋｍ

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(予防訪問リハ2割負担)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常２割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン、（介護予防）訪問リハビリテーション）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の

施設（認知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテー

ションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプ

ラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要で

す。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載がな

いと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護

予防サービス）計画に記載されているか、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護予防訪問リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防訪問リハビリテーションについての概要

介護予防訪問リハビリテーションについては、要支援者の家庭等での生活を継続させるために

立案された介護予防サービス計画に基づき、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行い、利用者の療養生活の質の向上、心身機能の維持向上を図るた

め提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協

議によって、介護予防訪問リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受

人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

介護予防訪問リハビリテーション費（以下は１回当たりの自己負担分です）

※　介護保険２割負担部分に関しては計算上の端数処理により若干の差異があります。

・基本サービス費（要支援1、２）　　 　 650円



（利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分の指導を行った場

合に算定されます。1週に6回を限度、退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可）

1 サービス提供体制強化加算 　 14円

（介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士のうち勤

続年数が7年以上の者がいることに対しての評価。上記介護予防訪問リハビリテーション費

に1回につき加算されます。）

2 短期集中リハビリテーション実施加算　　　　 436円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記介護予防訪問リハビリテーション

費に1日につき加算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内）

3 退院時共同指導加算 1,306円

（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記介護予防訪問リハビ

リテーション費に1回につき加算されます。）　　

（２）その他の料金

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費　　　実費

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費（自動車を使用）

事業所から片道20円×ｋｍ

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(訪問リハ3割)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常３割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン、（介護予防）訪問リハビリテーション）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の

施設（認知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテー

ションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプ

ラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要で

す。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載がな

いと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護

予防サービス）計画に記載されているか、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



訪問リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．訪問リハビリテーションについての概要

訪問リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された

居宅サービス計画に基づき、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行い、利用者の療養生活の質の向上、心身機能の維持向上を図るため提供されま

す。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、

訪問リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人等の希望を十分に取

り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

訪問リハビリテーション費（以下は１回当たりの自己負担分です）

※　介護保険３割負担部分に関しては計算上の端数処理により若干の差異があります。

・基本サービス費（要介護1～５）　　 　　 　 1,008円

（利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分の指導を行った場

合に算定されます。1週に6回を限度、退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可）

①　サービス提供体制強化加算 　　 21円

（訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士のうち勤続年数が

7年以上の者がいることに対しての評価。上記訪問リハビリテーション費に1回につき加算さ

れます。）

②　リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ　 696円

（医師がリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行い、理学療法士・作業療法士が

介護支援専門員を通じて他のサービス事業所の従業者に対して介護の工夫等の情報伝達

を行った場合、上記訪問リハビリテーション費に1月につき加算されます。）

（医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合、上記訪問リハビリテーション費に1回につ

き加算されます。）　　　　　　　　　　 　882円

③　退院時共同指導加算 1,959円

（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記訪問リハビリテー

ション費に1回につき加算されます。）　　



④　短期集中リハビリテーション実施加算　　　　 　654円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記訪問リハビリテーション費に1日

につき加算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内）　

　　

（２）その他の料金

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費　　　実費

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費（自動車を使用）

事業所から片道20円×ｋｍ

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。



利用者負担説明書

(予防訪問リハ3割)

介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常３割の自己負担分と保険給付対象外の費用〔居住費（滞在費）、食費、利

用者の選択に基づく特別な療養室料、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理

美容代、クラブ活動等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等〕を利用料としてお支

払いいただく2種類があります。

　なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーショ

ン、（介護予防）訪問リハビリテーション）毎に異なります。

　また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負

担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の

施設（認知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照下さい。

　介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい

て種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それ

ぞれ利用方法が異なっています。

　施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテー

ションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケアプ

ラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要で

す。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載がな

いと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護

予防サービス）計画に記載されているか、いないかをご確認ください。

　各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援セン

ター〕）に作成依頼することもできます。

　

詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。



介護予防訪問リハビリテーションについて

（２０２４年６月１日現在）

１．介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

２．介護予防訪問リハビリテーションについての概要

介護予防訪問リハビリテーションについては、要支援者の家庭等での生活を継続させるために

立案された介護予防サービス計画に基づき、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行い、利用者の療養生活の質の向上、心身機能の維持向上を図るた

め提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協

議によって、介護予防訪問リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受

人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

３．利用者負担

（１）保険給付の自己負担額（非課税）

介護予防訪問リハビリテーション費（以下は１回当たりの自己負担分です）

※　介護保険３割負担部分に関しては計算上の端数処理により若干の差異があります。

・基本サービス費（要支援1、２）　　 　 975円

（利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分の指導を行った場

合に算定されます。1週に6回を限度、退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可）

1 サービス提供体制強化加算 　 21円

（介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士のうち勤

続年数が7年以上の者がいることに対しての評価。上記介護予防訪問リハビリテーション費

に1回につき加算されます。）

2 短期集中リハビリテーション実施加算　　　　 654円

（短期集中的リハビリテーションを行った場合、上記介護予防訪問リハビリテーション

費に1日につき加算されます。退院・退所又は初めての認定日から３月以内）

3 退院時共同指導加算 1,959円

（医療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合、上記介護予防訪問リハビ

リテーション費に1回につき加算されます。）　　

（２）その他の料金

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費　　　実費

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費（自動車を使用）



事業所から片道20円×ｋｍ

（３）支払い方法

・毎月１０日以降に、利用明細を添えて前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日まで

にお支払いください。お支払い確認後に領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、口座振替とさせて頂きます。

　

（４）利用料の変更

経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合、利用者に対して変更を行う日の

一ヶ月前までに文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け、当

該利用料を相当額に変更する。


